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   午前１０時００分開会 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより、平成２４年第４回美祢市議

会定例会を開会いたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部より、議案第１号か

ら議案第５１号までの５１件と事務局からは会議予定表でございます。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表（第１号）と、議案付託表

の２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において岡山隆議員、

髙木法生議員を指名いたします。 

 この際、村田市長より発言の申し出がありましたので、発言を許可いたします。

村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、１２月議会の冒頭にあたり、進出企業の事

業変更及び新たな企業進出について、この２点の報告をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 はじめに、１点目の進出企業の事業変更についてであります。 

 昨年の９月議会の最終日に、企業進出の報告をさせていただいたところでありま

す、大阪市に本社があります金属加工メーカートーフレ株式会社から、先般、事業

計画変更についての申し出がありました。先に、御報告をいたしました報告では、

美祢工業団地の一角に工場や研究棟建設を行い、５０名程度の新規雇用が創出され

る旨の計画について報告を行ったところであります。これにより、昨年の１０月

２６日に、本市とトーフレ株式会社は、正式に進出協定調印を行ったところであり

ます。 



- 7 - 

 しかしながら、このたび、トーフレ株式会社代表取締役中野勝利氏より、美祢工

業団地の土地については、進出調印時に美祢市に提示、説明をしたフレキシブルチ

ューブ等の製造工場建設を変更いたし、メガソーラー団地として活用するとの進出

事業内容変更の申し出がありました。 

 本市といたしましては、突然の申し出であり、ましてや製造工場進出協定調印を

正式に交わした後のことでありますことから、また雇用等の期待も大きかっただけ

に、誠に不本意と言わざるを得ないことでございました。 

 しかしながら、トーフレ株式会社の社内事情によるとのことでございましたので、

苦汁の思いではありますけれども、これを受け入れた次第であります。 

 なお、事業計画の変更によりまして、今後、建設予定のメガソーラー団地につき

ましては、地球環境にやさしい施設であるということから、世界ジオパークを目指

しております本市の関連施設として、位置づけていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上が、１点目の御報告であります。 

 続きまして、２点目の新たな企業進出についてであります。 

 既に、新聞報道等で御存知の方もいらっしゃると思いますけれども、このたび、

北九州市門司に本社があります、物流関連事業を展開をしておられます福岡トラン

ス株式会社と、去る１１月２６日、ですから先月末ですが、この月曜日、山口県の

立会のもと、秋山議長にも同席を賜り、進出協定の調印式を執り行いました。 

 このたびの進出は、主要取引先である美祢市内の企業への部品を納入するための

拠点として整備されるものでありまして、美祢工業団地の一番西側の土地でありま

すけれども、約８,０００平方メートルを購入、そして約２,０００平方メートルの

流通拠点兼製品加工工場を建設をされまして、来夏、ですから来年の夏、７月の操

業開始を目指しているものであります。 

 なお、従業員の現地、ですから美祢市内の雇用につきましては、操業時に１２名

程度、５年後には２０名を予定されておると社長の説明でありました。 

 進出をされます福岡トランス株式会社の概要につきましては、昭和４６年に設立

をされまして、現在の資本金は１,８００万円、売上高は約２９億円、これは年間

です。年間約２９億円。従業員が約１００名程度の物流関連事業、すなわち貨物運

送や倉庫、組み立て梱包作業を主業とされておられます、いわゆるサプライチェー
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ンの事業者であります。 

 現在の代表取締役は、お若い方でありまして、先の調印式では、さらなる会社の

発展を目指そうとするのみでなく、地域に対する貢献についても力強い言葉で話し

ていただきまして、これからさらに発展をしていく可能性を私はひしひしと感じと

りました。私も大いに期待を寄せているところであります。 

 御承知のように、このような経済情勢ではございますけれども、引き続き、私市

長自らのトップセールスをはじめ、積極的な企業誘致活動を行い、今回の誘致成功

のように、一企業でも多くの企業進出に結び付けられるよう努力をしてまいりたい

というふうに考えております。議員の皆様方の御協力もよろしくお願いを申し上げ

るところであります。 

 以上、進出企業の事業変更及び新たな企業進出についての２点の御報告を終わり

たいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。（発言

する者あり）竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  議長のお許しをいただきましたので、ちょっと今、市長か

ら、トーフレについて報告があったわけでありますが、当初、かなりの雇用がある

ということで、我々も期待もし、喜んでおったわけでありますが、メガソーラーと

いうことになると、雇用の状態はどういうふうになるのかという報告がちょっとな

かったんですね。 

 本来、工業団地っていうのは、企業は来ていただいて、全部ロボットで誰も使わ

ないという企業を目指しているわけじゃないんですね。やはり、雇用というものを

期待しながらやってるわけでありますので、その辺のところがないっていうのが

１点。 

 それから、もう一つは、今まで北浦三市で長門市さん、萩市さんと仲良く、議会

のほうも親睦を重ねたり、共に調査・研究しながら、地域発展のために取り組んで

きたという長年の経緯があるわけですね。その中で、萩市さんの対応が、いかなる

事情かわかりませんが、極めて我々にとっては不服であり遺憾であります。新聞に

は、萩市さんのほうで、西日本の拠点工場にしたいというような意向があるという

発表をされたと思うんですが、そのことも市長はあえて三市の友好ということで、

発表されなかったんだろうと思うんですが、私としては、長年、萩市さんや長門市
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さんと北浦三市ということで、共に、地域経済の発展のために取り組んできたもの

からすれば、極めて不服であります。萩市さんに対して、本当、抗議を申し上げた

いと思います。美祢市に、このトーフレが進出をするということは、既に新聞でも

公表されておりますので、知ったうえでの行為であるということで、強く抗議を申

し上げたい。できれば、今の雇用の問題も御報告いただければお願いをしたい。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  竹岡議員の不安、それからこういう状況に立ち至ったことへ

の不満、市民の代表としての不満だろうと思います。よくわかります。私も、首長

として非常にその思いは強く持っております。 

 １点目に申されました雇用の件ですが、実は、壇上でも御報告のとき申し上げた

けれども、トーフレ株式会社が進出されるということで、５０名程度の雇用が見込

めるというふうに考えておりました。 

 また、滋賀に現在は、トーフレ、工場を持っておられますけども、そちらの方か

らもかなりの方がこの美祢市、来福台のほうにもう既に居宅を構えられる準備をし

ておられるということを、社長からの話も伺っておりましたので、市外からもかな

りの方が入って来られることで、美祢市にとりまして、雇用が生まれる、そして消

費効果も生まれるということで、大変期待をしておったところであります。 

 しかしながら、先に私どものほうに社長が来られまして言われたことが、社内事

情という言葉を先程申し上げたけれども、現下の経済状況を踏まえて、この美祢工

業団地での事業展開はメガソーラーにしよう、したいということを申されました。 

 メガソーラーになりますと、実を申しますといろんな写真等で、議員も御承知で

しょうし、ほかの議員の方々も、市民の方々も御承知でしょうけれども、太陽光パ

ネルを並べまして、大きな太陽のエネルギーを取り込んで電力に変えていくという

ものでございます。 

 ですから、形状的には人の雇用を要しませんので、雇用については、ほぼ皆無に

なるだろうと私は思っております。ですから、５０がナッシングになるという形で

すね。非常に、これは私も落胆をいたしました。 

 しかしながら、こういうふうな現下の経済情勢ですので、企業のほうが生き残り

をかけて判断をされたというふうに考えましたので、いたし方ないということで、
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お受け入れをした次第です。 

 しかしながら、今おっしゃいましたように、これはなるたけ私も隣の市のことで

ありますから、今、壇上での発言を避けたつもりですけれども、こういうふうに質

問されましたので、お答え申し上げるけれども、もうこれ新聞等に流れましたから。

トーフレ株式会社が萩市のほうに工場をつくるということをされるということ。通

常、自治体と企業が正式に進出協定を結んで、それを反故をする形、ですから内容

を全く転換をして、ほかのところに動くということであれば、ちょっとそれは意図

がおかしいです。 

 ですから、ほかに動くんじゃなしに、事業そのものを変えたというなら、私はそ

ういうふうに理解しておりましたので、いたし方ないというふうに思っておったん

ですが、そのことではなしに、事業の活動そのものを美祢市はメガソーラーにして、

フレキシブルチューブの金属加工工場を萩市につくるということをされたというこ

とは、重大に信議上の問題であります。 

 逆を言えば、萩市さんのほうが、美祢市と既にそのことで調印をしておったもの

を萩市になったということは、私は逆の立場であれば、例えば、萩市にそのことで

調印されたものを、美祢市のほうにそっと裏で何らかのことをかどうかわかりませ

んけれども、持ってくるということは、信議上の問題、人間同士であれ、地方自治

体間であれ、国の間のことであれ、いろんなことはありますけれども、信議の問題

があります。 

 特に、萩市というのは、かつて、今もですけれども、美祢市と萩市と長門市は、

北浦三市ということで、非常に近い地縁があるということで、仕事関係でも行き来

がありますし、隣の市ということで長らく友誼を結んできたわけです。 

 ですから、そういう隣の市がそのことをされたということについては、ちょっと

申し訳ないけど、非常に私、立腹をいたしました。 

 私は、日ごろはおとなしいですけど、優しそうな顔してますけど、私が立腹をい

たしますと、かなり怒ります。萩の野村市長がお断りにきたいと、謝りにきたい、

お断りにきたいということを数度、私のほうに連絡がありました。来られなくても

結構です。現実にこういうことになりましたんで、今更、これを変えるということ

はできませんから、来られなくて結構ということを申し上げた。 

 先週の金曜日、山口県の市長会がありましたので、私、会場に行きましたら、野
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村市長が玄関のところで外で待っておられました。私をですね。やはり、頭を下げ

られて、野村市長がおっしゃったのは、私が、村田市長の立場だったらただではす

まさないという、そういうことをしましたということをおっしゃいました。ですか

ら、そのことを認識をされた上でのこのことだったというふうに理解をしています。 

 しかしながら、今、これからも萩市と美祢市というのは、未来永劫隣り合って、

隣人関係にあります。ですから、この１点をもって、この萩市との友好、友誼関係

を根本からくずしてしまうというのは、私の本意ではありません。ですから、この

ことについては、萩の市長にはっきり申し上げましたけれども、このことは通常で

は許される行為ではない、信議上ですね。 

 しかしながら、今後の美祢市民、萩市民との付き合いもありますので、それを踏

まえた上で考えていくということを申し上げた。萩の市長も大変、頭を下げられま

したけれども、これは覆水盆に返らずという言葉がありますけど、一度ひっくり返

された盆の水は元に戻らないということがありますけど、我々も大人ですから、こ

の地域そして萩市との関係を含めて、観光交流拠点都市を目指しております。萩の

観光施設もありますから、いろんな面も含めて、冷静に大人の対応をしていきたい。 

 今後、失った雇用の部分については、先ほども申し上げました福岡トランスの企

業誘致にも成功いたしました。今後も私以下、職員も本当に我が事としてこの地域

に雇用をもたらすというのは、非常に大切な事ですから、やっていきたいと思って

ます。今後竹岡議員はじめ、議会の方々もいろんな面で、このことの御協力を賜れ

ばと、こういうふうに思っています。 

 今、地方自治体間は非常に厳しい競争の時代になりますので、我々は信議を保ち

つつ、きっちりとこのことをやっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほかよろしいですか。竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  市長の苦しい立場もよく理解できます。議長にも申し上げ

たいんですが、我々、議会といたしましても、先ほど申し上げましたように、長年

北浦三市で共にやってきたのに、今後握手しても手にとげがたったまんまで握手す

るというな形で、握手するたびにちくちく痛いというような状況では、互いにうま

くいかないと思うんですね。それなりに、議会側としても強く萩市さんに抗議を申

し上げていただきたい。 
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 以上、そのことをお願いしまして終わりたいと思います。以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほかよろしいですか。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から１２月２６日までの２４日間といたしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、会期は２４日間と決定いた

しました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付いたしております予定表のと

おりでありますので、御了承をお願いいたします。 

 日程第３、議案第１号から、日程第５３、議案第５１号までを会議規則第３５条

の規定により一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日、平成２４年第４回美祢市議会定例会に提出をいたしま

した議案５１件について御説明をいたします。 

 議案第１号は、専決処分の承認についてであります。 

 処分事件は、平成２４年度美祢市一般会計補正予算（第４号）であります。 

 これは、先の第１８１回臨時国会において、衆議院が解散されたことに伴い、今

月１６日に執行が予定されております衆議院議員選挙に対処するため、歳出予算で

は、総務費の選挙において、衆議院議員選挙費２,６０７万１,０００円を追加し、

歳入ではその財源として、県支出金を同額の２,６０７万１,０００円計上しており

ます。 

 この結果、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８４億６,１８３万

２,０００円としたものであります。 

 以上、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、１１月１９日に専決処分を

いたしましたので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求めるもので

あります。 

 議案第２号は、平成２４年度美祢市一般会計補正予算（第５号）についてであり



- 13 - 

ます。 

 このたびの補正は、人件費を始め、当面必要とする経費及び事業実施に伴う精算

等について補正するものであります。 

 まず、歳出でありますが、各費目で共通して計上しております人件費につきまし

ては、本会計の職員が他会計からの異動により１名増員したこと及び人事異動等に

伴う人件費の費目間の調整などによるもので、給料が１,３２２万８,０００円、職

員手当が１,０８７万７,０００円、共済費が、２,１１１万３,０００円の増により、

総額４,５２１万８,０００円の増となったところであります。 

 次に、人件費を除いた各費目の主な補正について御説明いたします。 

 まず、総務費では、財産管理費で積立金を５億３,１００万円増額しております。

これは、将来の財政運営に資するため、財政調整基金、減債基金、庁舎等整備基金

の積み立てを行うものであります。 

 次に、企画費で償還金を１２３万２,０００円追加しております。 

 この償還金は、国の補助金を活用して、平成１８年度から３ヶ年で農林水産省の

指導のもと、事業実施したＭＹＴに係る情報通信施設整備事業において、会計検査

院から返還の指摘があったことにより計上したものであります。 

 具体的には、合併前、旧美祢市において平成１８年度に実施した当該整備事業の

実施設計業務において、補助対象区域である農業振興地域の区域とそれ以外の区域

の設計を併せて実施しておりますが、設計委託料が案分されておらず、設計委託料

の全額に対して補助金、これは６１２万５,０００円が交付されているという会計

検査院の指摘を受け、補助金の返還をするものであります。 

 民生費の社会福祉費では、前年度の決算が確定したことから、障害者福祉費及び

老人福祉費などで、国等の補助金積算返還金を１,３２６万５,０００円追加してお

ります。 

 また、老人福祉施設費においては、燃料代の高騰などにより需用費を７９万

３,０００円の増額、国民健康保険費では、基盤安定事業費が確定したことなどに

より、繰出金を１,２０３万７,０００円増額しております。 

 児童福祉費では、市内に居住されておられる方が勤務の都合などにより、市外の

施設に児童が入所する場合に発生する広域保育委託料を２５５万７,０００円、赤

郷保育園・嘉万保育園でシロアリ被害が発覚したことにより、施設整備工事費など
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により１５９万９,０００円を増額しております。 

 生活保護費では、国等の補助金精算返還金及び増額傾向にある生活保護扶助費で

総額３,１９０万１,０００円を増額しております。 

 次に、衛生費では、保健衛生費の予防費におきまして、予防接種委託料など

１,１０４万３,０００円増額しております。これは、ポリオワクチンが生ワクチン

から不活化ワクチンに変更され、また、集団接種から個別接種に変更されたことに

よるものであります。 

 清掃費におきましては、カルストクリーンセンター及び衛生センターで使用する

燃料の単価高騰の影響などにより、需用費を３５７万３,０００円増額しておりま

す。 

 次に、労働費では、市内の事業所に就職された方を支援する就職祝金を２０万円

及び平成３年度に建設した美祢勤労者総合福祉センター内のエアコンが老朽化によ

り故障したことから、この更新に係る工事請負費を６９万３,０００円追加してお

ります。 

 次は、教育費であります。 

 小学校費及び社会教育費において、それぞれ工事請負費を追加しております。小

学校費は、淳美小学校内の通学路が陥没したことによる整備工事費１５０万円、社

会教育費は於福公民館の正面外壁タイルが剥落して危険であることから、この整備

工事費８４万円をそれぞれ計上しております。 

 以上が歳出補正予算の主なものであります。 

 一方、歳入につきましては、特定財源の分担金、国・県支出金、諸収入を

２,９６９万５,０００円増額するとともに、繰越金、繰入金、地方交付税や寄附金

など、一般財源を６億２,３９２万５,０００円増額補正するものであります。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に今回の歳入歳出補正額６億

５,３６２万円追加をいたし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９１億

１,５４５万２,０００円とするものであります。 

 次に、債務負担行為の補正についてであります。 

 ふるさと応援未来創造交付金は、２ヶ年で本交付金を活用した事業実施される地

域が１地区あることにより、また、於福地域交流ステーション指定管理料及び厚保

地域交流ステーション指定管理委託料は、平成２５年度から３年間の指定管理費に
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ついて、債務負担行為を設定するものであります。 

 議案第３号は、平成２４年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）についてであります。 

 このたびの補正は、まず、歳出では、総務費で人事異動等に伴う人件費の調整と

して１９４万円を減額補正いたしております。 

 次に、保険給付費におきましては、増加傾向にあります療養給付費や高額療養費

を２億４,０８５万９,０００円増額、金額の確定に伴います後期高齢者支援金や前

年度の精算による国・県負担金の返還金など１,７３１万７,０００円を追加計上す

るとともに、医療費の増嵩対応と財源調整のため予備費に１０３万８,０００円を

追加計上するものであります。 

 一方、歳入につきましては、国・県支出金及び療養給付費等交付金を特定財源と

して、１億４,９７１万２,０００円を充当するとともに、一般会計からの繰入金な

ど３,０５０万２,０００円及び繰越金７,７１７万円を一般財源として充当するも

のであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に今回の歳入歳出補正額２億５,７３８万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億９,１９６万

７,０００円とするものであります。 

 議案第４号は、平成２４年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。 

 このたびの補正は、人事異動等に伴う人件費の調整として１０２万１,０００円

を増額補正するとともに、財源調整として予備費を同額の１０２万１,０００円減

額補正するものであります。 

 以上により、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億１,４９１万

３,０００円とするものであります。 

 次に、債務負担行為の補正についてであります。 

 美祢市秋吉台リフレッシュパーク及び美祢市秋吉台家族旅行村について、平成

２５年度から３年間の指定管理料に係る債務負担行為を設定するものであります。 

 議案第５号は、平成２４年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてであります。 

 このたびの補正は、歳出費目に計上しております人件費につきまして、人事異動
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等に伴う調整を行い、人件費総額を３２１万２,０００円増額しております。 

 人件費以外の補正につきましては、前年度の精算の結果、超過交付となった国庫

支出金等の返還金など１億４,６１５万６,０００円を追加計上するものであります。 

 一方、歳入につきましては、一般会計からの繰入金を３２１万２,０００円減額

し、介護給付費準備基金繰入金４,７６４万１,０００円及び繰越金９,８５１万

５,０００円を充当するものであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に今回の歳入歳出補正額１億４,２９４万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億２,８７２万

１,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成２４年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）についてであります。 

 このたびの補正は、歳出では、平成２３年度の後期高齢者医療保険料として後期

高齢者医療広域連合へ支払う納付金７０万１,０００円と、後期高齢者医療保険料

の過誤納還付金７５万５,０００円を増額計上し、歳入では、その財源として、繰

越金１４５万６,０００円を充当するものであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に今回の歳入歳出補正額１４５万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,７５０万

５,０００円とするものであります。 

 議案第７号は、平成２４年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）であります。 

 このたびの補正は、人事異動による人件費の調整と秋芳簡易水道事業の修繕費を

増額するものであります。 

 この補正により、平成２４年度に予定する純利益は５万１,０００円となり、繰

越利益剰余金７９８万５,０００円と併せると、未処分利益剰余金は８０３万

６,０００円となるものであります。 

 議案第８号は、美祢市秋芳地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正についてであります。 

 美祢市秋芳地域情報通信施設につきましては、平成２３年５月に策定いたしまし

た美祢市地域情報化計画に基づき、平成２５年３月３１日までに有線電話、イン

ターネットサービス業務を廃止することから、これに伴い、同条例の所要の改正を

行うものであります。 
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 議案第９号は、美祢市実費弁償条例の一部改正についてであります。 

 これは、地方自治法の一部を改正する法律が、平成２４年９月５日に公布・施行

されたことに伴い、同法の規定を引用しております美祢市実費弁償条例につきまし

て、条項ずれが生じたこと等により、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１０号は、美祢市財政状況の公表に関する条例の一部改正についてであり

ます。 

 本条例は、地方自治法第２４３条の３第１項の規定に基づき、本市の財政状況を

公表する範囲や方法などを定めたものであります。 

 このたびの改正は、平成２５年３月に、美祢市土地開発公社を解散する予定とし

ておりますことから、この条例から土地開発公社に係る規定を削除するものであり

ます。 

 なお、本条例の施行期日は美祢市土地開発公社の解散について、山口県知事の認

可のあった日としておりますが、平成２４年度の当該公社の経営状況は、従前のと

おり公表することとしております。 

 議案第１１号は、美祢市立小学校設置条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、美祢市立田代小学校において、平成２５年度から通学する児

童が見込めないことから、平成２５年３月３１日をもって、当該小学校を廃止する

ため、美祢市立小学校設置条例の一部を改正するものであります。 

 なお、この条例は、平成２５年４月１日から施行するものであります。 

 議案第１２号は、美祢市国民健康保険税条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、国民健康保険税の課税額に係る税率の改定並びに保険税の納

期を改正するものであります。 

 少子高齢や医療の高度化により毎年度医療費が増加する中、美祢市国民健康保険

では国民健康保険基金を取り崩しながら、合併時の税率を維持してまいりましたが、

平成２３年度決算後には国民健康保険基金残高が２億５,６６８万５,５７９円とな

り、平成２４年度も１億３,０００円の基金取り崩しを予定しております。 

 今後も引き続き医療費の増加が予想されることから、美祢市の国民健康保険税の

改定について、市長の諮問機関である美祢市国民健康保険運営協議会に諮問した結

果、国保財政の安定化に向けた対策として国民健康保険税の改定は必要という旨の

答申が提出されております。 
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 この答申を踏まえ、適正な国保財政の運営を維持するために、このたび条例を改

正するものであります。 

 改正の主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及

び介護納付金課税額それぞれの均等割、平等割、資産割及び所得割のすべての課税

額を改定するものであります。 

 また、併せて被保険者の納期ごとの負担軽減を図るため、７月から翌年２月まで

の８期に分けております納期を７月から翌年３月までの９期に改正するものであり

ます。 

 議案第１３号は、美祢市看護師奨学金貸付条例の制定についてであります。 

 これは、昨年制定いたしました美祢市の地域医療を支え育てる条例に基づき策定

しました美祢市の地域医療を支え育てる基本計画の行動目標の一つであります深刻

な看護師不足を解消するため、奨学金の貸し付けについて、新たに条例を制定する

ものであります。 

 主な内容としては、看護師養成学校等に就学し、卒業後、一定の期間、美祢市内

の病院等に勤務することを目指すものに対し、月額５万円の奨学金を貸し付け、ま

た、定められた期間、美祢市内の病院等に勤務した者に対し、奨学金の返還を免除

するものであります。 

 議案第１４号から議案第１９号までは、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革に係

る第２次一括法の施行に伴う条例の制定及び条例の一部改正についてであります。 

 議案第１４号は、美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の制定について。 

 議案第１５号は、美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてであります。 

 これらは、これまでの厚生労働省令で規定していた指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を新たに条例に定めるものであり、平成

２５年４月１日から施行するものであります。 

 議案第１６号は、美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

であります。 
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 これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正されたことに伴い、市

が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格基準を定めるものでありま

す。 

 議案第１７号は、美祢市下水道条例の一部改正についてであります。 

 これは、下水道法の一部が改正されたことに伴い、公共下水道の構造の技術上の

基準及び終末処理場の維持管理の基準を定めるものであります。 

 議案第１８号は、美祢市都市下水路条例の一部改正についてであります。 

 これは、下水道法の一部が改正されたことに伴い、都市下水路の構造の技術上の

基準、排水施設の構造の基準及び維持管理の技術上の基準を定めるものであります。 

 議案第１９号は、美祢市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事等

を定める条例の制定についてであります。 

 これは、水道法の一部が改正されたことに伴い、工事の施行に関する技術上の監

督業務を行う水道の布設工事、当該業務を行う者の資格及び水道技術管理者の資格

を定めるものであります。 

 なお、議案第１６号から議案第１９号までの条例の一部改正は、公布の日から施

行するものであります。 

 議案第２０号は、美祢市病院等事業使用料手数料条例の一部改正についてであり

ます。 

 これは、美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢における短期入所及び介護予

防短期入所に係る食費について、提供した食事分のみ食費を徴収することとするた

め、一食ごとの食費を設定する改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成２５年１月１日から施行するものであります。 

 議案第２１号から議案第４６号までは、使用料・手数料に関する条例の一部改正

であります。 

 これは、美祢市行政改革推進委員会より使用料・手数料の見直しについて答申が

なされたことを受け、それぞれ所要の改正を行うものであります。 

 議案第２１号は、美祢市手数料条例の一部改正についてであります。 

 議案第２２号から議案第４６号までは、使用料の改正関係であり、議案第２２号

は、美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 議案第２３号は、美祢市赤郷交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改
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正について。 

 議案第２４号は、美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について。 

 議案第２５号は、美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する条例の一

部改正について。 

 議案第２６号は、美祢市真長田定住センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について。 

 議案第２７号は、美祢市立学校施設使用条例の一部改正について。 

 議案第２８号は、美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 議案第２９号は、美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 議案第３０号は、美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて。 

 議案第３１号は、美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正について。 

 議案第３２号は、美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正についてであります。 

 議案第３３号は、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てであります。 

 このたびの改正は、使用料の改正と併せ、議案第１１号で提案しておりますよう

に、平成２５年３月末日をもって、美祢市立田代小学校を閉校することから、本小

学校の体育館及び運動場をそれぞれ美祢市田代体育館、美祢市田代多目的広場とし

て、市民の健康の増進と体育・スポーツの振興を図るための体育施設として新たに

活用するとした条例の一部改正をするものであります。 

 議案第３４号は、美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正

について。 

 議案第３５号は、美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例の一部

改正について。 

 議案第３６号は、美祢市保育所施設使用条例の一部改正について。 

 議案第３７号は、美祢市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 議案第３８号は、美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一部改正に
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ついて。 

 議案第３９号は、美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について。 

 議案第４０号は、美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて。 

 議案第４１号は、美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて。 

 議案第４２号は、美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正

について。 

 議案第４３号は、美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について。 

 議案第４４号は、美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の一部改

正について。 

 議案第４５号は、美祢市都市公園条例の一部改正について。 

 議案第４６号は、美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正について。 

 以上、議案第２１号から議案第４６号までの条例２６件は、使用料・手数料に関

する条例の一部改正等でありますが、平成２５年４月１日から施行するものであり

ます。 

 議案第４７号は、権利の放棄についてであります。 

 美祢市と美祢市土地開発公社は、将来の財政健全化に向け、平成２３年２月に美

祢市土地開発公社経営改革方針を策定し、平成２４年度末に第三セクター等改革推

進債を活用した美祢市土地開発公社解散方針を公表しますとともに、平成２４年第

１回美祢市議会定例会におきまして、美祢市土地開発公社の解散に係る関連議案

４件を提出し、可決いただいたところであります。 

 現在は、美祢市土地開発公社の解散に向けて、公社のすべての債務を解消する事

務を進めており、美祢市が債務保証を付しておりました美祢市土地開発公社の民間

金融機関からの借入金残額、２０億４,３６５万４,４９９円について、美祢市が償

還を行ったところであります。 

 また、美祢市が代位して弁済を行いました金額のうち、美祢市土地開発公社から
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代物弁済を受けました土地の時価相当額１７億２,９５６万８,２９７円を除いた、

３億１,４０８万６,２０２円につきましては返済を受けることができず、公社から

この残債務について、債務免除の依頼がありましたことから、このたび美祢市土地

開発公社を解散するための債務解消として、３億１,４０８万６,２０２円の求償権

を放棄するものであります。 

 以上により、美祢市が権利を放棄することについて、地方自治第９６条第１項第

１０号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第４８号から議案第５１号までは、公の施設に係る指定管理者の指定につい

てであります。 

 議案第４８号、議案第４９号は、美祢市地域交流ステーションの指定管理者の指

定についてであります。 

 議案第４８号は、同施設のうち於福地域交流ステーションの指定管理者を於福地

域交流ステーション推進協議会に指定するものであり、議案第４９号は、同施設の

うち厚保地区交流ステーションの指定管理者を厚保地区交流ステーション振興協議

会に指定するものであります。 

 なお、両施設とも、指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月

３１日までの３ヶ年とするものであります。 

 議案第５０号は、美祢市桂木山麓緑地自然公園村の指定管理者の指定についてで

あります。 

 これは、同施設の指定管理者に桂木山麓緑地自然公園組合を指定するものであり

ます。 

 なお、指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの１年

間とするものであります。 

 議案第５１号は、美祢市秋吉台リフレッシュパーク及び美祢市秋吉台家族旅行村

の指定管理者の指定についてであります。 

 これは、両施設を一括管理する指定管理者を、特定非営利活動法人やまぐち里山

ネットワークに指定するものであります。 

 なお、指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３ヶ

年とするものであります。 

 以上、公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第
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６項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提出いたしました議案５１件について、御説明を申し上げましたが、よろ

しく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げますところであります。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 この際、暫時１１時１０分まで休憩をいたします。 

   午前１０時５５分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時１０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 この際、市長より発言の申し出がありましたので許可いたします。 

○市長（村田弘司君）  先ほど、壇上にて提案説明をいたしましたけれども、議案第

５号の平成２４年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の部分におき

まして、人件費を３２１万２,０００円増額というふうに説明申し上げましたけれ

ども、正しくは増額ではなしに、減額でございますので、私の言い間違いでござい

ます。ここで訂正をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  この際、暫時休憩をいたします。 

   午前１１時１１分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 ４時４０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間を会議規則第９条第２項の規定により、議事の都合によって予め

これを延長いたします。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

   午後 ４時４１分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 ５時１４分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 
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○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 只今机上に配付したものは、議事日程表（第１号の１）、議員提出決議案第１号、

以上２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  お諮りいたします。 

 日程第５４を日程に追加し、先議したいと思います。これに御異議ございません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、日程第５４を日程に追加し、

先議することに決しました。 

 日程第５４、議員提出決議案第１号進出企業に関する要望決議についてを議題と

いたします。 

 この際、提出者から提案理由の説明を求めます。荒山光広議員。 

   〔荒山光広君 登壇〕 

○１５番（荒山光広君）  議員提出決議案第１号進出企業に関する要望決議について、

提案理由の説明を申し上げます。 

 なお、本案を提出するに当たりましては、河本芳久議員、岩本明央議員、髙木法

生議員の御賛同をいただきましたので、提出するものであります。 

 それでは、要望決議案を朗読いたしまして、提案理由の説明に変えさせていただ

きますので、御了承をお願いいたします。 

 進出企業に関する要望決議について。 

 日本の製造業は、卓越した技術力と、効率的な生産力によりつくられた優良な製

品を国内市場に供給するとともに、その多くを海外へ輸出し日本経済を牽引してい

ます。 

 このことは、多くの雇用を創出し、人口の定着を安定的なものとすることで、税

収の増加や内需関連産業の振興にもつながっています。 

 企業進出は、雇用の確保、人口定住や消費拡大など市の振興につながることが大

いに期待できることであり、当市と昨年１０月に進出協定を結んだ企業があること

は、雇用の創出など市民の期待も大変大きいところでありました。 

 しかし、本年１１月に当該企業から社内の諸事情により、当市での事業内容の変
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更の申し入れを受けたところです。その後、当該企業による当市で予定していた事

業内容が、萩市で事業展開を決定したとの報道を受けたことは、当市での雇用の創

出や消費拡大が見込めなくなっただけでなく、これまで築いてきた北浦三市間での

信頼関係を損なうものであり、誠に遺憾に感じているところであります。 

 今後、市におかれましては、雇用の創出が期待される企業誘致を強力に推し進め

ていただくとともに、進出企業への支援策のさらなる取り組みを要望します。 

 さらに、議会側も全面的に協力をいたしますことを申し添えます。以上、決議す

る。平成２４年１２月３日、美祢市議会。美祢市長村田弘司様。 

 以上で、提案理由の説明といたします。全会一致をもって、御議決賜りますよう

お願い申し上げます。 

   〔荒山光広君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  これにて提案理由の説明を終わります。 

 これより、議員提出決議案第１号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 只今議題となっております議員提出決議案第１号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議員提出決議案第１号は委

員会付託を省略することに決しました。 

 これより、議員提出決議案第１号の討論を行います。御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議員提出決議案第１号を採決いたします。本議案を原案のとおり決す

ることに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議員提出決議案第１号は可

決されました。 

 提案理由の説明は、既に終わっておりますので、これより議案の質疑に入ります。 
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 日程第３、議案第１号専決処分の承認について（平成２４年度美祢市一般会計補

正予算（第４号））の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 只今議題となっております議案第１号は、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより、議案第１号の討論を行います。本案に対する御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御意見なしと認め、討論を終わります。 

 これより、議案第１号を採決いたします。本案について原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認さ

れました。 

 日程第４、議案第２号平成２４年度美祢市一般会計補正予算（第５号）の質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５、議案第３号平成２４年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第４号平成２４年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第５号平成２４年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第６号平成２４年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第７号平成２４年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）の質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１０、議案第８号美祢市秋芳地域情報通信施設の設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１１、議案第９号美祢市実費弁償条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１２、議案第１０号美祢市財政状況の公表に関する条例の一部改正につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１３、議案第１１号美祢市立小学校設置条例の一部改正についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１４、議案第１２号美祢市国民健康保険税条例の一部改正についての質疑

を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  お尋ねします。国保税が上がるということは、市民にどう説

明されるのか、ただ説明なくして、保険料が上がったその納付通知書を送るだけな

んでしょうか。 

 それと、全体でどれぐらいの税額が、増収になるのでしょうか。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員、何かあります。 

○９番（三好睦子君）  予算委員会でしょうか。これは内容が。ではない。条例の改

正。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  議案の付託表がお手元の机上の上に配付してないですか。三

好議員も、議会運営に出ておられますから、どこの所管かというのはわかっておる

と思うんですけども、教育民生。はい、どうぞ。 

○９番（三好睦子君）  私、総務に入っておるので、これに質問させてください。 

○議長（秋山哲朗君）  杉原市民課長。 

○市民福祉部市民課長（杉原功一君）  只今の三好議員の質問にお答えいたします。 

 市民への広報等につきましては、市報、並びに有線テレビ等を通じまして、広く

税額の改定について御連絡させていただければと思っております。 

 また、税額の改定につきまして、その税がどのぐらい大きくなるかということな

んですが、今、こちらのほうで、２５年度の予想を立てておりますところでは、約

２億円程度のお金が、税収が上がってくると見込まれます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はありませんか。岡山議員。 
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○６番（岡山 隆君）  それでは、美祢市国民健康保険税条例の一部改正ということ

で、今回、市長のほうからも提案説明があったところで、大体、概略はわかったん

ですけれども、今回、この一部条例で美祢市における国民健康保険税が、私の記憶

じゃ五、六年なかったように記憶しております。今回、この一部改正ということで、

国民健康保険税が少子高齢化に伴って、この給付を受ける方がたくさんふえてきて

る。実際ね。 

 それで、税についても今回やむを得ず、これをどうするかっていうことで、美祢

市における国民健康保険運営協議会、こちらのほうに、諮問されて答申を受けてい

ますね。その中で、今回、美祢市の国民健康保険税は、平成２０年以降、合併以来、

改定せずにこれまで運営してきたと言っています。 

 それで、単年度は、毎年赤字を計上し、そして合併当初約６億円もあった基金も、

平成２３年度決算では２億５,０００万、そして、ことしの平成２４年度見込みで

は１億２,０００万円まで減って、非常に厳しい運営状況になったということで、

ますますこれから少子高齢化ということでよくわかります。 

 平成２５年度から美祢市における国民健康保険税は、税率をかなりちょっと今ま

で額が上がるということで、そこで説明したいのは、今回かなり何と言いますか、

額が上がり方が非常に大きいなという思いがあります。平成２４年度、この１世帯

あたりが調定額が１２万３,０００円、一人あたりの調定額が８万程度、これは所

得の多い人から少ない人、一概に言えないんですけど、これがかなり４万程度、一

人当たりのこの調定額も４万上がります。 

 問題は、この何とか上がる額を、今までここまでゴーンと額がちょっと上がりす

ぎた。６年間しなかったちゅうこと自体が、途中でやったほうがよかったかどうか

わかりませんけれども、この辺の今回、６年間しなかった点をまずお聞きしたいこ

とと、そして、この国民健康保険税、今後所得が五、六百万ある方は、厳しいなり

にも国民健康保険税、今回、調定額が上がって、それは何とか払っていくことはで

きるけども、私よく聞くんですよ。所得が自分はもう２００万程度しかない。そし

て子供が大学に行っていて、本当にきつい。実際もう払えない。４００万もあれば

私は払えますと言います。だから、そういう面で、実際そういった払えない方に対

して、今後どのような対応策があるのかどうか。この今、２点についてお尋ねした

いと思います。 
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○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  １点目の今まで国保税をどうして上げておかなかったか、も

う少し早い段階で上げた方がよかったんじゃないかという趣旨の御質問だったと思

います。６年という言葉、おっしゃいましたけれども、旧美祢市のことを含めてだ

ろうと思います。合併して４年半、５年目に入っておりますけれども、合併以来、

国保税を上げてないということ。 

 これは、岡山議員もおっしゃいましたけど、合併時に旧一市二町の国民健康保険

基金ですね。これが６億円を超えておったということ。ですから、単年度につきま

しては、収支が赤字になるということが、既に合併をもくろんだときから、ほぼ明

らかになっておりました。 

 しかしながら、基金を６億円を超えるものを積んでおきながら、さらに国保に入

っておられる方に対しまして、税を引き上げるということは筋論として通らないと

いうことがありましたので、ある一定の耐えられるところまでは、国保の体質を強

化をしながら、我慢をしようというもくろみがございました。 

 それで、今回、２３年度末で２億円を超えとった基金が、今年度で、やはり単年

度赤字が出ますんで、最終的には２億円弱ぐらいだったかな。留保できる金が、基

金。（発言する者あり）２億５,０００万ということですんで、これはやはり、も

うこの時点で上げるのが、やはりもっとも国保に入っておられる方にとって、よろ

しいという言葉は、税を上げますんで、ちょっと言いづらいんですけれども、この

時期にさせていただくということを今回の議会にお出しをしたわけです。 

 今後も、これをもう１年遅らせますと、この国保の財政そのものが破たんをしか

ねないということになりますんで、これが引き上げをお願いをする最終的なちょう

ど時期であろうということの政治的な判断によって、国保の運営協議会に諮問をさ

せていただきまして、諮問機関の国保の運営協議会のほうにおかれましても、やは

りこの時点で上げるのが妥当であろうということを答申をいただきましたので、今

回この議案を出させていただいたということでございます。１点目は以上です。 

 ２点目については、杉原課長のほうから。 

○議長（秋山哲朗君）  杉原課長。 

○市民福祉部市民課長（杉原功一君）  それでは、２点目につきましてお答えいたし

ます。 
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 この税率の改定につきましては、国保税の安定的な運営のために必要なものでご

ざいます。この改定によりまして、被保険者の中には、税を納めていくのが大変苦

しくなる方も出てくると思います。 

 この件につきまして、必要な改定だということを皆様に御理解いただいた中で、

滞納が出るような方につきましては、個々にケース的に対応してまいりまして、軽

減や免除などの制度の利用や計画的な分納等につきましても、相談をしながら対応

していければと思っております。 

 また、現在、議案に出しておりますものの中に８期、今まで、国保税を８期に分

けて、納付をしておりましてところを、このたび９期に変えるということで、納期

ごとの負担を軽減するということを図るために、条例の改正に盛り込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  今回、９期に分納するということで、それは今回かなり国民

健康保険税が上がるからということで、そうせざるを得なかった部分はよくわかる

んですけれども、いずれにしても、今後本当に大変な方も、所得が２００万円以下

の方もたくさんおって、さっき言ったように、今後、問題は、国民健康保険税を精

一杯出していこう、そういった趣旨のある方に対しては、分納でやむを得ないとこ

はあると思います。 

 そういったところをしっかりと今後、その期間はいつから、そしたら正式に満額

を払っていけるかどうか、その辺をしっかりと相手を見ながら判断していくことが

大切ではないかと思っておりますので、その辺についてのシミュレーションといい

ますか、その辺のお考え方はどうなんでしょうか。最後に。 

○議長（秋山哲朗君）  杉原課長。 

○市民福祉部市民課長（杉原功一君）  現在、確立したシミュレーションというもの

はございません。個々の対応という形で、それぞれ現在、既に滞納のある方、また

新たに納めにくくなる方ということで、いろいろ分かれてくると思います。その中

で、また資格等の適正化も図りまして、国保税が適当にかかっているかも確認しな

がら、その負担が軽減できるように、対応していきたいと思っております。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  答えはいりませんけれども、いずれにしても今後、そういっ
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た分納で対応される方が、私は今回の件によって、ふえてくると思いますので、そ

の方が今後分納がいつ終わって、きちっと正式に満額払えていけるどうか、そうい

たところも、しっかりと行政のほうで掌握していくということが、より国民健康保

険税、大変な方皆さん、一生懸命払っておりますので、その辺はきちっと追跡して、

ちゃんとみんながきちっと払えて、時期的にはちょっと分納があるかまからんけれ

ども、しっかりと満額払っていけるような、そういったどの辺からなっていくか、

そういったところもしっかり調べて、健全な美祢市における国民健康保険税を運営

していただきたい。このようにお願いを申しあげるところです。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１５、議案第１３号美祢市看護師奨学金貸付条例の制定についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１６、議案第１４号美祢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の制定についての質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１７、議案第１５号美祢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についての質疑を行います。質

疑はありませんか。三好議員。 

○９番（三好睦子君）  私、教育民生建設に入ってませんので、ここで質問させてい

ただきます。１４と１５号と関連もありますけど、これについて数点お尋ねいたし
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ます。 

 事業者について、説明の中に「事業者が云々……」ってありますが、その事業者

について従来は自由参入だったと思うんですが、これは今度は、公募とかで選考に

よるものでしょうか。 

 それと、特定の事業者に地域のケアは任せることになると思いますが、１社の独

占にはならないかと思いますがどうでしょうか。 

 その場合、１社なのか、それとも事業者を何社か考えておられるのかということ

で、次に、定期循環型……ありますけど、これについて新しいサービスで２４時間

体制、また１日に何回もお宅に巡回をするということですが、コスト削減とかで人

件費の節約やまた訪問回数を減らしたりとか、そういった少ない時間で多くを回る

ことで、こういった介護の労働者の方に負担がたくさんかからないかといったこと

で、そういったことが、市が指導ができるものかどうなのかということもお尋ねし

ます。 

 そして、次に、今は要支援の１と２の方は予防給付としてヘルパーさんによって、

家事援助やデイサービスなども利用しておられますが、この制度が導入されると本

人の決定権がなくなって、今までのようなサービスが受けられなくなるのではない

かと思いますが、この点どうでしょうか。 

 それと、このサービスを利用した場合、今まで訪問介護とか訪問看護、併せて受

けられるのかどうか、この数点についてお尋ねをいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  福田市民部長。 

○市民福祉部長（福田和司君）  只今の三好議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、制度そのもの、今回の条例改正の趣旨につきまして、誤解があるようです

ので、そちらについてもう一度、再度確認させていただきます。 

 本議会の冒頭、市長のほうから提案説明にもございましたように、今回の条例改

正につきまして、条例施行につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革に

かかる第２次一括法、この施行に伴いまして、条例の整備等をすると。 

 簡単に申しますと、今回の改正によりまして、それぞれの地域が、自主性、自立

性を高めるために、今まで省令等で決めていたものを、それぞれの自治体において

条例制定をするということが大きな趣旨でございまして、制度そのものが全くもっ
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て、変わるというのではなく、今まで省令で定めていたものをそれぞれの自治体に

おいて、条例制定を行うということでございます。 

 それが大前提でございまして、御質問がございました１点目の事業者の自由参入

ではなく公募なのかということと、事業者、何社考えておられるかということでご

ざいますが、これにつきましては、３年ごとに介護保険料の決定を行いながら、介

護の保険事業計画というものを策定しております。当然のことながら、その介護保

険をこの地域において、どのようなサービスを提供して、どういった保険料でやる

かということが、基本となるものでございまして、それにつきまして、それぞれ各

事業所から自由に自由参入、これは今までどおりでございまして、介護保険事業者

等から情報提供をいただいて、いろんなサービスを今度やっていくという中で、美

祢市においてどういったサービスが地域の皆さんにとって、一番ベストな介護保険

事業であるかということを高齢者の保健福祉推進会議というところで、検討いただ

きまして、市長のほうに報告をいただいて、その中で介護事業について本市で考え

ていくというスキームになっております。それにつきまして変更等はございません。 

 ２点目は、定期巡回と言われて途中でやめられたんですけど、恐らく定期巡回・

随時対応型の訪問看護、２４時間の看護についてのことだろうとは思うんですが、

これにつきましては、本市においては、今そういった事業を行われている介護事業

者さんはございません。これにつきましても、保険料との関係がございますので、

美祢市にとって、どういった介護事業がいいのか、それが保険料にどのようにはね

返るのかも含めて検討いただいた上で、いい方法をとっていくということです。 

 ですから、今現在は、ありませんけど、今後そういう形の検討も必要であろうか

と思いますが、これも事業者さんとの兼ね合いもありますので、そういったことも

考慮した上で今後検討して、また決定すればお示しさせていただくという形になろ

うかと思います。 

 それと、３点目が要支援のサービスが、これまでのサービスが受けられなくなる

んではないかということを聞かれたと思います。 

 これにつきましては、介護のサービスにつきましては、法的にどれができない、

できるということではなくして、介護を受けられる市民の方と介護事業者さんが今

の現行制度の中で、どういったサービスがいいのか悪いのか、協議をいただいた上

で、当然、金額も含めて協議をいただいた上で、いろいろなケアプランを立てます
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ので、その中で答えを出していくというやり方ですので、決して事業させないとか、

今回の改正においてできなくなったということはございません。長くなりましたけ

ど以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  この議案の中の１４から１５の長い長い説明の中で、いろい

ろこれが改正なった分で、この今、私が言いましたようなことが当たるのではない

のかと思ったんですが、そういったことはないということなんですか。この説明で

私は拾ったような感じがしますけど。 

○議長（秋山哲朗君）  福田部長。 

○市民福祉部長（福田和司君）  冒頭に説明いたしましたように、法令で定められて

いるものを各自治体が条例制定をするということでございます。 

 基本的に、国の示しておりますものには、大きく三つございまして、これまでの

法令に従うべきものと、標準とする基準、それと参酌すべき基準という大きく三つ

に分かれおりまして、当然のことながら、法令に基づいた条例制定となっておりま

す。 

 そのプラスアルファの部分として参酌すべき基準というのがございまして、今回

の改正の中で、美祢市の独自のものといたしまして、非常災害対策についての防災

マニュアル等の上乗せ基準を設けさせていただいたことと、密着型の介護福祉施設

の一つの居室につきまして、国の基準では最大２名となっておりますが、これを

４名までに拡大して、地域の皆さんが使いやすいようにという、これにつきまして

も、県の定めます条例の規定に基づきまして、本市がそれに準用した形で対応して

いくということが大きな改正でございまして、議員さん言われるような不利益な改

正ではございません。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１８、議案第１６号美祢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正

についての質疑を行います。質疑はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１９、議案第１７号美祢市下水道条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２０、議案第１８号美祢市都市下水路条例の一部改正についての質疑を行

います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２１、議案第１９号美祢市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布

設工事等を定める条例の制定についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第１９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２２、議案第２０号美祢市病院等事業使用料手数料条例の一部改正につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２３、議案第２１号美祢市手数料条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２４、議案第２２号美祢市美東センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。三好議員。 
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○９番（三好睦子君）  ずっと２２号以降が施設の使用料のことなんですが、確認の

意味でお尋ねしますけど、今までは午前と午後と夜間と使用料が決まっていたけど、

これが、１時間ごとに使用料が変わったということなんですが、それはそれで大変

いいと思います。 

 この中に、この前も聞いたんですけど、確認のために、冷暖房が以前は別に設け

てあったんですけど、この利用料の中に冷暖房費は入っているっていうことでよろ

しいでしょうか。確認です。 

○議長（秋山哲朗君）  佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木昭治君）  三好議員さんの御質問にお答えをいた

します。 

 先ほど、議員さんのほうからもおっしゃいましたように、使用料の中に光熱水費、

電気代の使用料が含まれているということです。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２５、議案第２３号美祢市赤郷交流センターの設置及び管理に関する条例

の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２６、議案第２４号美祢市綾木ふるさとセンターの設置及び管理に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２７、議案第２５号美祢市綾木ふるさと体験工房の設置及び管理に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２８、議案第２６号美祢市真長田定住センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第２９、議案第２７号美祢市立学校施設使用条例の一部改正についての質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３０、議案第２８号美祢市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正

についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３１、議案第２９号美祢市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正

についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第２９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３２、議案第３０号美祢来福センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３３、議案第３１号美祢市上野コミュニティセンターの設置及び管理に関

する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３４、議案第３２号美祢市河原コミュニティセンターの設置及び管理に関

する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３５、議案第３３号美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３６、議案第３４号美祢スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の

一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３７、議案第３５号美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３８、議案第３６号美祢市保育所施設使用条例の一部改正についての質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第３９、議案第３７号美祢市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正

についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４０、議案第３８号美祢市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４１、議案第３９号美祢市高齢者福祉施設「カルストの湯」の設置及び管

理に関する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第３９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４２、議案第４０号美祢市保健センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４３、議案第４１号美祢市農村婦人の家の設置及び管理に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４４、議案第４２号美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４５、議案第４３号美祢農村勤労福祉センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４６、議案第４４号美祢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４７、議案第４５号美祢市都市公園条例の一部改正についての質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４８、議案第４６号美祢市秋芳消防センターの設置及び管理に関する条例

の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第４９、議案第４７号権利の放棄についての質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５０、議案第４８号美祢市地域交流ステーションの指定管理者の指定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５１、議案第４９号美祢市地域交流ステーションの指定管理者の指定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第４９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５２、議案第５０号美祢市桂木山麓緑地自然公園村の指定管理者の指定に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第５０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５３、議案第５１号美祢市秋吉台リフレッシュパーク及び美祢市秋吉台家

族旅行村の指定管理者の指定についての質疑を行います。質疑はありませんか。三

好議員。 

○９番（三好睦子君）  お尋ねします。これの募集要項ですが、家族旅行村の募集要

項の中で、前回の平成２４年４月１日からの分でしたら、応募条件の中に職員の雇

用というのがありまして、これまで雇用していた旧財団職員秋吉台家族旅行は、引

き続き雇用をすることと、２４年のときはなっているんですが、今回の２５年の募

集要項の中では、同じく職員の雇用について引き続き雇用の継続に努めることとな

っていますが、どのようになっているのかお尋ねします。 

 それと、それに引き続いて、雇用された方の条件、処遇について、一方的な不利

益な変更にならないかどうかということもお尋ねします。 

 それと、今、今度、旅行村とリフレッシュパークが一緒になって、リフレッシュ

パークのトロン温泉のとこですね、あそこの従業員の方たちの雇用とか待遇とかは

どうなっているのか、そういうのがこの要綱の中で、どう理解すればいいのでしょ

うか。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  大野観光総務課長。 

○総合観光部観光総務課長（大野義昭君）  三好議員の質問にお答えいたします。 

 まず、募集要項で、昨年の募集要項では、職員を従前、家族旅行で雇用された職

員は引き続き雇用することというふうに明記しております。 

 今回は、雇用については、努力義務ですね。そういったことにしております。表

現は、やや違うんですけど、市といたしましては、やはり募集説明会をする際にお

きまして、応募者に今まで美祢市の雇用状況等を詳しく説明いたしまして、やはり

そこで生きがいを持って働いている人達ですから、引き続きちゃんと雇用していた
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だくようにというのは、念押ししております。 

 雇用条件に関しましても、十分に指定管理料等の算定にも反映させておりますの

で、そういった条件が解約されるようなことのないような募集の仕方に十分説明は

しております。 

 それとあと、リフレッシュパークの委託職員の状況と言われましたけど、基本的

にリフレッシュパークの職員にいたしましては、雇用のほうを引き続きお願いする

といった説明はしておりません。 

 ただし、リフレッシュパークで働く職員は、これまで長い年月をかけて、こうい

ったいろんなノウハウ等を身につけておりますので、指定管理者が変わった場合は、

ノウハウを持った人間というのは必ず必要となってくる人材だというふうに考えて

おります。 

 だから、一応これに関しましても、職員をこれまで他の部署で委託職員として美

祢市に引き続き雇用するのを希望しているのか、それとも引き続きトロン温泉とい

う、リフレッシュパークという場所において雇用していただきたいというふうな意

思を持っておるかどうかというのは、これから面接等行って把握していきます。 

 その中で、やはり引き続きリフレッシュパークで働きたい職員がいれば、市とし

て、新しい指定管理者にも雇用条件を下げずに、ちゃんと雇用していただくような

折衝は今からやっていくつもりでおります。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  思うんですけど、旧財団の、家族旅行村の旧財団の職員たち

ですよね。その人たちと、今リフレッシュで働いている方は、一つの指定管理にな

ったら同じ待遇でないとおかしいと思うんですけど、そういった面ではどのように

指導されるのでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  大野課長。 

○総合観光部観光総務課長（大野義昭君）  家族旅行村で働く職員と今現在、リフレ

ッシュで働く職員、それぞれ雇用条件等違いますから、特に家族旅行村で働いてい

る職員に関しましては、今の管理者の正社員といった形になっている方が多くいら

っしゃいます。リフレッシュに関しましては、うちの委託職員ということで、特に、

賞与等もない、そういった状況になっております。 
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 今度、これを一つの指定管理者が同じ待遇で職員の雇用するかどうかというのは、

現実的にどういうふうな雇用の仕方をするか、市として把握しておりません。ただ

し、やはり差別のないように、やはり気持ちよく働いてもらうような形でってもの

が大事ですので、その辺も随時、市としては、確かめ合いながら引き継ぎを行って

いきたいというふうに思います。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 只今議題となっております議案第５１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。大変お疲れでございました。 

 なお、議員の皆さん、大変お疲れでしょうけども、会派代表者会議、その後、議

員全員協議会をやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

   午後 ６時１２分散会 

────────────────────────────── 
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